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後期計画での取り組み一覧 

 

基本目標１ 地域における子育ての支援充実 

１．子育て支援サービスの充実 

（１）子育てに関する相談体制と情報提供の充実 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

①相談体制の強化 
相談の資質向上、連携など相談体制の強化に

努めます。 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

②情報提供の充実 
広報誌の活用のほか、気軽に入手できる情報

提供方法について検討と実施を行います。 
 ◎ ○ ○ 福祉健康課 

 

（２）子育て支援のネットワークづくり推進 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

①子育て支援ネットワ

ークづくり 

関係機関や団体の連絡調整の場を設け、情報

共有を行います。 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

②保幼小の連携の推進 
保育所と幼稚園、学校の連携を図るため交流

や連絡会を定期的に開催します。 
◎ ○ ○ ○ 

教育委員会 

福祉健康課 

 

（３）地域における保育支援の充実 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

①子育て支援拠点事業

の充実（地域子育て支

援センター） 

支援センターでの事業のほか、支援センター

がない地域への出前ひろばも行います。 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

②一時預かりの充実 
保護者が仕事などの都合で保育が困難となっ

た場合の預かりを行います。 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

③特定保育事業の実施 
週に数日の保育や１日数時間の保育に対応す

る特定保育事業を実施します。 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

④緊急保育 
産前産後の保育ニーズに対応する受け入れ態

勢の整備に努めます。 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

⑤幼稚園における預か

り保育体制の整備 

ニーズが高い幼稚園における午後の預かり保

育の実施に向け、体制の整備に努めます。 
 ◎ ○ ○ 教育委員会 

⑥学童クラブ(放課後児

童健全育成事業)の推

進 

継続して実施するほか、指導員への研修参加

促進、学童クラブへの障害児の受け入れ支援

を行います。 

○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

⑦ファミリーサポート

センター事業の実施

検討 

ファミリーサポートセンターの実施を検討し

ます。 
   ◎ 福祉健康課 

⑧その他の子育て支援

事業の実施検討 

国から示されている保育事業を、ニーズや関

係者の声をもとに実施検討します。 
◎ ○ ○ ○ 福祉健康課 

 

◎＝新規実施予定年度  ○＝継続年度



 

-70- 

 

２．保育サービスの充実 

（１）通常保育事業の充実 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

通常保育事業の充実 
入所希望の多い低年齢児（０～２歳）を受け

入れる体制の整備に努めます。 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

 

（２）延長保育事業の推進 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

延長保育事業の推進 今後も延長保育を継続して実施します。 ○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

 

（３）保育内容の充実 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

①保育内容の充実と保

育の質の向上 

保育士の研修等による保育の質の向上を進め

るなど、保育の充実を図ります。 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

②保育所地域活動事業

の充実 

地域住民との世代間交流事業をはじめとする

「保育所地域活動事業」を充実します。 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

 

（４）認可外保育施設の支援・連携の推進 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

認可外保育施設の 

支援・連携の推進 

認可外保育施設の保育支援、安全面、衛生面、

保育内容等の状況把握を行います。 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

 

 

◎＝新規実施予定年度  ○＝継続年度
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３．児童の健全育成のための環境と活動の充実 

（１）子どもの遊び場の整備充実 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

①公園等の地域におけ

る施設の整備 

行政と社会福祉協議会、地域と連携し遊び場

環境の向上を図ります。 
○ ○ ○ ○ ○ 総務課 

②社会資源等の活用に

よる遊び場の確保 

保育所や幼稚園、学校、公民館等との協力に

より、地域の子どもたちの遊び場の確保を図

ります。 

○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会 

 

（２）子どもの居場所づくりの推進及び体験の場の提供 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

①放課後の居場所づく

りの推進 

放課後の居場所について、安心・安全に過ご

せる方法の検討と実践を図ります。 
◎ ○ ○ ○ ○ 教育委員会 

②公民館での学習支援

による居場所づくり 

公民館での地域の学習支援と連携した居場所

づくりを推進します。 
◎ ○ ○ ○ ○ 教育委員会 

③放課後子ども教室の

推進 

学校の余裕教室や公民館を活用した放課後子

ども教室の実施を推進します。 
◎ ○ ○ ○ 教育委員会 

④図書館の整備推進 図書館の整備を推進します。  ◎ ○ ○ 教育委員会 

⑤多様な体験活動の推

進 

体験活動を推進し、体験を通した子どもたち

の豊かな心の育成を図ります。 
○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会 

⑥地域における活動の

推進 

子ども会や地域活動への保護者の参加促進、

世代を超えた地域活動、ボランティア等とい

った地域活動の推進を図ります。 

○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会 

⑦公民館の活用 
自治会、公民館の理解・協力のもと、子ども

の居場所の確保を図ります。 
○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会 

⑧退職教員の活用の推

進（人材の確保策） 

退職教員を活用した地域人材の確保を図りま

す。 
○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会 

 

 

４．経済的負担の軽減策 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

①子育て家庭への経済

的支援及び周知・広報

各種手当てや助成制度による支援及び制度の

周知広報を行います。 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

 

◎＝新規実施予定年度  ○＝継続年度
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基本目標２ 子どもをすこやかに産み育てるための保健・医療の充実 

１．母子の健康維持・増進の充実 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

①親子健康手帳の交付

及び活用促進 

親子健康手帳の活用方法周知、及びを手帳交

付時の相談や情報提供等を行います。 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

②妊婦健康診査の充実 
妊婦健診の費用軽減や健診の大切さの周知・

広報を行い、受診率の向上を図ります。 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

③妊産婦訪問指導の推

進 

今後も助産師による妊娠中と産後の訪問指導

を行います。 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

④乳児家庭全戸訪問事

業（こんにちは赤ちゃ

ん事業）の推進 

乳児のいる家庭を訪問し、乳児の健康保持と、

保護者の育児支援を行います 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

⑤新生児・乳幼児訪問指

導の推進 

ニーズに応じて第一子への訪問指導が行える

よう人材の確保等体制を整えます。 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

⑥乳幼児健診の充実 
乳幼児健康診査を行い健康保持・増進を図る

ほか、食育指導や心理相談なども行います。
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

⑦歯科検診等、歯の健康

保持の推進 
１歳児及び２歳児の歯科検診を推進します。 ○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

⑧予防接種の推進 
各種予防接種の充実を図るとともに、予防接

種の大切さを広報します。 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

⑨母子保健推進員の活

動の充実 

母子保健推進員の確保に努め、活動の円滑化、

母子の健康保持・増進の充実を図ります。 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

⑩乳幼児医療費助成事

業 

本事業を継続して実施するとともに、制度の

周知徹底に努めます。 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

 

２．健康教育の推進 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

①親に対する禁煙指導

の推進 

喫煙の母子への健康被害の理解など、禁煙指

導を行います。 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

②子どもの事故防止の

啓発推進 

事故防止ミニチュアを活用し、子どもの事故

防止についての啓発を行います。 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

 

◎＝新規実施予定年度  ○＝継続年度
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３．「食育」の推進 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

①食に関する保護者等

への意識啓発、情報提

供の強化 

これまでの事業を継続して実施し、関係機関

と効果的な情報提供方法を検討していきま

す。 

○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

②健診時における栄

養・食育情報の充実 

健診会場での栄養・食育に関する媒体を再考

し、充実した内容を提供できるようにします。
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

③保育所における食育

の推進 

保育所での食育の取り組みを継続実施し、地

産地消活動を積極的に推進します。 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

④幼稚園及び小中学校

における食育の推進 

給食を通しての食育、栄養士と協力した食育

の授業の実施を行います。 
○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会 

⑤各関係機関との連携

の推進 

食育に関連する庁舎内及び村内各機関と連携

を図りながら情報交換をし、食育活動の取り

組みを充実させていきます。 

○ ○ ○ ○ ○ 
福祉健康課 

教育委員会 

 

 

４．思春期保健対策の充実 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

①思春期保健教室の充

実 

中学生に対する性教育等の思春期保健教室の

充実を図ります。 
○ ○ ○ ○ ○ 

教育委員会 

福祉健康課 

②飲酒、喫煙防止、薬物

使用防止対策の充実 

各学校での取り組みの継続、家庭や地域と連

携した取り組みを図ります。 
○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会 

 

◎＝新規実施予定年度  ○＝継続年度
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基本目標３ 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

１．次代の親の育成 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

①男女がともに担う子

育て意識の啓発 

男女共同参画計画にもとづいた意識啓発や、

学校の道徳教育などでの啓発を図ります。 
○ ○ ○ ○ ○ 総務課 

 

 

２．子どもの生きる力の育成に向けた学校教育の充実と整備 

（１）確かな学力の向上 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

①学力向上対策の推進 
授業改善や学習支援員派遣、先進校視察など

を行い、学力向上を推進します。 
○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会 

②学習支援ボランティ

アの確保 

学習支援ボランティアによる学習支援を行い

ます。 
○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会 

③外国語教育の充実 
ＡＬＴの各学校への派遣を行い、外国語教育

の指導充実を図ります。 
○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会 

④情報教育の充実 
学校へのコンピューターインストラクターの

派遣を行い、情報教育の指導充実を図ります。
○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会 

⑤学校図書の充実と読

書活動の推進 

学校図書の整備・充実を図るほか、読書活動、

の推進、読書週間や旬間の設定を行います。
○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会 

 

（２）豊かな心の育成 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

①道徳教育の充実 
道徳の時間を確保するとともに、授業の改善

を行います。 
○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会 

②体験的な活動、学習の

推進 

児童生徒の豊かな心の育成を図る体験活動や

教育を推進します。 
○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会 

 

（３）健やかな体の育成 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

①学校における子ども

の健康づくりの推進 

生活習慣や食生活に関するや指導、健康相談、

保健指導の充実を図ります。 
○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会 

②学校における体育・ス

ポーツ活動の推進 

体育授業の充実、部活動への加入促進など日

常的に運動に親しむように推進します。 
○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会 

 

◎＝新規実施予定年度  ○＝継続年度
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（４）信頼される学校づくり 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

①開かれた学校づくり

の推進 

学校評議員会や地域との連携により、開かれ

た学校づくりを進めます。 
○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会 

②学校の施設整備と安

全対策の充実 

学校施設の整備・修繕の推進や防犯・防災訓

練等を行います。 
○ ○ ○ ○ ○ 

教育委員会 

建設課 

③校種間連携の推進 
幼稚園、小学校、中学校による合同の授業研

究等、連携を推進します。 
○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会 

④いじめ、非行、不登校

への対応の充実 

教育相談員による子どもたちの相談・指導へ

の対応充実を図ります。 
○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会 

 

（５）幼児教育の充実 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

①幼児教育の充実 豊かな人間性を育む幼児教育を推進します。 ○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会 

②複数年保育の段階的

な実施推進 

本来の幼児教育の理念を踏まえ、段階的に２，

３年保育の導入を図ります。 
○ ○ ○ ○ ○ 

教育委員会 

福祉健康課 

③幼児教育環境の整備

充実 

幼稚園の教材教具の整備、施設の整備等の充

実を図ります。 
○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会 

 
 

３．家庭と地域の教育力の充実 

（１）家庭教育への支援 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

①家庭教育学級の推進 
家庭教育学級における「らくらく子育て教室」

の充実を図り、子育ての支援を推進します。
○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会 

②家庭教育の意識啓発 家庭における役割の啓発と理解促進を図ります。 ○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会 

 

（２）地域の教育力の向上 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

①地域活動の推進及び

理解促進 

地域活動などへの地域住民の参加を促すな

ど、地域の教育力の向上を図ります。 
○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会 

②地域教育懇談会の実

施 

域教育懇談会を実施し、地域への学力向上対

策の浸を図ります。 
○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会 

③子どもの非行防止、指

導 

関係機関や団体が連携し、街頭指導や広報活

動を実施し、非行防止と指導に努めます。 
○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会 

④青少年健全育成推進

協議会の活動支援 

関係機関が連携・協力し、深夜徘徊・飲酒、

喫煙等の未然防止の徹底に努めます。 
○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会 

 
 
４．子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

①有害環境対策の推進 
「社会環境実態調査」を継続して実施し、村

内の有害環境の実態把握と改善を図ります。
○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会 

 

◎＝新規実施予定年度  ○＝継続年度
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基本目標４ 子育てを支援する生活環境の整備 

１．地域環境の保全推進 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

地域環境の保全推進 
大気汚染や騒音、悪臭、水質汚濁等の苦情に

対し、随時対応を行います。 
○ ○ ○ ○ ○ 村民課 

 

 

２．安心して外出できる環境の整備 

（１）道路交通環境の整備充実 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

道路交通環境の整備充

実 

通学路や学校周辺を中心に安全な道路環境の

整備に努めます。 
○ ○ ○ ○ ○ 建設課 

 

（２）子育て家庭に配慮した屋内・屋外環境の整備充実 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

①子育て家庭にやさし

いまちづくりの推進 

公共建築物等のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化及びﾍﾞﾋﾞｰﾍﾞｯﾄﾞ等

の子育て家庭のための設備配置に努めます。
○ ○ ○ ○ ○ 建設課 

②講演会等による子育

て支援の充実 

講演会等の行事の際に、保護者が子どもを預

けられるように支援を行います。 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

 

 

３．安全・安心まちづくりの推進 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

①自主防犯組織、防犯リ

ーダーの育成 

地域の自主防犯組織の活動の支援や防犯リー

ダーを育成を図ります。 
○ ○ ○ ○ ○ 総務課 

②「地域安全マップ」の

作成、危険箇所等の周

知 

地域安全マップを各小学校で作成するほか、

マップの地域への周知を図ります。 
○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会 

③防犯灯の整備 
域からの要望に応じて防犯灯の整備を行いま

す。 
○ ○ ○ ○ ○ 総務課 

◎＝新規実施予定年度  ○＝継続年度
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基本目標５ 職業生活と家庭生活との両立の推進 

１．就業環境の改善促進 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

就業環境の改善促進 
就労環境の見直し、改善について、村内企業

への啓発に努めます。 
○ ○ ○ ○ ○ 総務課 

 

 

２．仕事と子育ての両立の推進 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

仕事と子育ての両立の

推進 

事業所での育児休業制度の導入促進など、仕

事と子育ての両立の推進を図ります。 
○ ○ ○ ○ ○ 総務課 

 

 

 

基本目標６ 子どもの安全の確保 

１．子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

（１）交通安全対策の推進 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

①「交通安全運動」の推

進 

年４回の交通安全街頭指導のほか、年間を通

して交通安全を呼びかけていきます。 
○ ○ ○ ○ ○ 総務課 

②交通安全教育の推進 
親子を対象とした参加・体験・実践型の交通

安全教室等を行います。 
○ ○ ○ ○ ○ 総務課 

 

（２）チャイルドシートの正しい使用の徹底 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

チャイルドシートの正

しい使用の徹底 

チャイルドシートの利用促進を図るため、警

察との連携による普及啓発を行います。 
○ ○ ○ ○ ○ 総務課 

 

 

２．子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

①犯罪に関する情報提

供及び情報交換 

犯罪等に関する情報を地域に発信していきま

す。 
○ ○ ○ ○ ○ 総務課 

②地域の防犯活動の推

進 

青少協の巡回指導や自主防犯組織の防犯活動

を推進します。 
○ ○ ○ ○ ○ 

総務課 

教育委員会 

③防犯講習と防犯対策

の充実 

防犯講習により児童生徒の防犯意識を高める

ほか、防犯機器の配布等を行います。 
○ ○ ○ ○ ○ 

総務課 

教育委員会 

④被害にあった子ども

とその保護者に対す

る支援 

被害を受けた子どもの立ち直りをサポートを

推進します。 
○ ○ ○ ○ ○ 

教育委員会 

福祉健康課 

◎＝新規実施予定年度  ○＝継続年度
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基本目標７ 子どもの権利擁護と要保護児童への支援 

１．子どもの権利を尊重する社会づくり 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

①子どもの権利擁護の

推進 

児童権利擁護のポスター、チラシの配布や人

権擁護委員と連携した啓発・広報に努めます。
○ ○ ○ ○ ○ 

福祉健康課 

教育委員会 

②子どもの意見を聞く

場の設置 

行政と子どもたちとの対話や意見を求める機

会を設けます。 
○ ○ ○ ○ ○ 

福祉健康課 

教育委員会 

 

 

２．児童虐待の防止と子どもの保護 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

①児童虐待等への対応

強化 

相談員の配置を図るほか、要保護児童等地域

対策協議会の機能強化、地域連携を図ります。
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

②虐待予防の啓発の推

進 

虐待防止に関するチラシやポスター掲示を行

い、啓発・広報に努めます。 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

③ドメスティックバイ

オレンス（ＤＶ）によ

る母親及び子どもへ

の悪影響の予防 

ＤＶ未然防止策として啓発、情報提供、カウ

ンセリング等に取り組みます。 
○ ○ ○ ○ ○ 

福祉健康課 

総務課 

 

 

３．ひとり親家庭への支援 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

①ひとり親家庭の把握

と相談・情報提供の充

実 

地域の母子世帯の実態把握に努め、ひとり親

家庭への相談の充実を図ります。 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

②母子及び父子家庭医

療費助成 

母子及び父子家庭等に医療費の一部を助成し

ます。 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

③児童扶養手当支給 本事業を継続して実施します。 ○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

④母子家庭の母親に対

する就労促進 

母子家庭に対する就労情報の提供のほか、資

格取得の費用負担軽減を検討します。 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

⑤社会福祉協議会によ

る母子、父子福祉活動

の支援 

社会福祉協議会による母子、父子福祉活動の

支援を行います。 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

 

 

◎＝新規実施予定年度  ○＝継続年度
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４．障害児施策の充実 

実施予定時期 
事業・施策 取り組み内容、目標等 

22 23 24 25 26 
担当 

①障害の早期発見・療育

支援の充実 

妊婦や乳幼児健診、児童生徒の健康診断、予

防接種等の実施と事後フォローに努めます。
○ ○ ○ ○ ○ 

教育委員会 

福祉健康課 

②相談支援の推進 

相談支援事業をはじめとした障害児に関係す

る各種相談について、気軽な相談から専門的

な相談、関係機関へのつなぎ等、充実を図り

ます。 

○ ○ ○ ○ ○ 
教育委員会 

福祉健康課 

③障害児保育・特別支援

教育の充実 

障害児保育、特別支援教育の継続及び充実を

図ります。 
○ ○ ○ ○ ○ 

教育委員会 

福祉健康課 

④学童における障害児

の受け入れ支援 

学童における障害児の受け入れ支援を行いま

す。 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

⑤発達障害に対する支

援策の推進 

保健師による定期的な巡回指導、関係者の情

報交換の場を設け対応充実を図ります。 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

⑥障害児のための福祉

サービスの充実 

障害児のための福祉サービスがニーズに対応

できるように事業所の確保を図ります 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

⑦障害児を持つ家庭へ

の手当の支給 

障害児福祉手当及び特別児童扶養手当を支給

します。 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

⑧彩虹の会への支援 
村内の障害児をもつ親の会である「彩虹の会」

の自主活動への支援を行います。 
○ ○ ○ ○ ○ 福祉健康課 

 

 

 

◎＝新規実施予定年度  ○＝継続年度
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恩納村次世代育成支援対策地域協議会設置要綱 

 

 

 （設置及び目的） 

第１条 この要綱は、本村の次の時代を担っていく乳幼児から青少年を対象に家 

 庭や地域における子育て支援、青少年の健全育成の効果的な推進を図るために、 

 恩納村次世代育成支援対策地域協議会（以下「地域協議会」という。）を設置し、

運営に関して必要な事項を定めるものとする。 

 （職務） 

第２条 地域協議会は、次に掲げる事項について審議するとともに、恩納村次世 

代育成支援対策地域行動計画を策定するものとする。策定後は毎年度実施状況を

把握・点検し、その結果を村民に公表するものとする。 

 (1) 地域における子育て支援 

 (2) 母性並びに乳児などの健康の確保及び増進 

 (3) 子育てを支援する生活環境の整備 

 (4) 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

 (5) 職業生活と家庭生活の両立の推進 

 (6) 子ども等の安全の確保 

 (7) 要保護児童への対応などきめ細やかな取り組みの推進 

 (8) その他、次世代育成支援対策に関する必要な事項  

(組織) 

第３条 地域協議会は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は次の号に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。 

 (1) 学識経験者 

 (2) 学校関係者 

 (3) 保護者代表 

 (4) 関係団体職員 

 (5) 関係行政機関の職員 

 (6) その他村長が必要と認めた者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 地域協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選で、これを  

定める。 

２ 会長はこれを招集し、その議長となる。 
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３ 副会長は会長を補任し、会長に事故があるときはその職務を代行する。 

 （関係者の出席） 

第６条 地域協議会は、必要があるときは関係者の出席を求めて、意見を聞く 

ことができる。 

 （作業部会） 

第７条 地域協議会は特定の事項調査及び審査させるため、作業部会（以下「部 

会」という。）を置くことができる。 

（報酬及び費用弁償） 

第８条 委員及び前条の規定により出席した者の報酬及び費用弁償の額は恩納 

村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４７  

年５月２２日条例第１０号）第２条及び第３条の規定を適用する。 

（事務局） 

第９条 地域協議会の事務局は福祉環境課に置く。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、 

会長が地域協議会に諮って定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 
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恩納村次世代育成支援対策地域協議会委員名簿 

№ 氏  名 所 属 ・ 役 職 

1 池宮城 秀 光 副村長 

2 安次富 邦 子 学識経験者 

3 銘 苅 辰 美 中部福祉保健所 

4 外 間   毅 総務課長 

5 金 城 尚 子 福祉健康課長 

6 津嘉山   弘 学校教育課長 

7 佐渡山 安 正 企画課長 

8 金 城 幸 次 学校長代表 

9 佐久川 政 昭 派遣指導主事 

10 津波古 真 一 社会福祉協議会 

11 名 城 幸 代 更正保護女性連盟 

12 仲 村 兼 富 村ＰＴＡ会長 

 

 





 

 

 

 




